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富山県告示第350号 

   指定障害福祉サービスの事業の廃止について 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第 

 123号）第46条第２項の規定により、次のとおり指定障害福祉サービスの事業を廃 

止する旨の届出があったので、同法第51条第２号の規定により公示する。 

  令和３年８月４日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

指定障害福 
祉サービス 
の種類 

廃止年月日 事業所番号 
事業者 事業所 

名称 主たる事務
所の所在地 名称 所在地 

居宅介護 
 
 
 

令和３年８ 
月31日 
 
 

1611600089 
 
 
 

特定非営利 
活動法人立 
山ＷＡいい 
ちゃ 

中新川郡立 
山町栃津70 
 
 

ピアヘルパ 
ーステーシ 
ョンいいち 
ゃＳ 

中新川郡立 
山町栃津70 
 
 

 

 

富山県告示第351号 

   都市計画の変更について 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第21条第２項において準用する同法第18条 

毎週月.水.金曜日発行 
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第１項の規定により次のとおり都市計画を変更したので、同法第21条第２項におい 

て準用する同法第20条第１項の規定により告示し、同法第21条第２項において準用 

する同法第20条第２項の規定により当該都市計画の変更に係る図書を公衆の縦覧に 

供する。 

  令和３年８月４日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 都市計画の種類及び名称 

  （種類） 富山高岡広域都市計画道路 

  （名称） ３・５・ 233号 針原線 

２ 都市計画を変更した土地の区域 

  変更した部分 

   富山市針原中町、針原中町字馬放、針原中町字長競、針原中町字惣写、針原 

  中町字二枚瀬町、針原中町字竹花、高島、下飯野、下飯野字造酢、下飯野字岡 

  田一番、下飯野字岡田二番、下飯野字前沼、下飯野字西八百苅、下飯野字早稲 

  田、下飯野字墓木、下飯野字馬塚の各一部 

   ただし、別紙図面表示のとおり。 

３ 都市計画の変更に係る図書の縦覧場所 

  富山県土木部都市計画課 

  富山市活力都市創造部都市計画課 

 （「別紙図面」は、省略し、３に掲げる縦覧場所に備え置いて縦覧に供する。) 

 

 

富山県告示第352号 

   都市計画の変更について 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第21条第２項において準用する同法第18条

第１項の規定により次のとおり都市計画を変更したので、同法第21条第２項におい

て準用する同法第20条第１項の規定により告示し、同法第21条第２項において準用

する同法第20条第２項の規定により当該都市計画の変更に係る図書を公衆の縦覧に

供する。 
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  令和３年８月４日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 都市計画の種類及び名称 

  （種類） 氷見都市計画道路 

  （名称） ３・６・14号 氷見阿尾線 

２ 都市計画を変更した土地の区域 

  変更した部分 

   氷見市伊勢大町二丁目、伊勢大町一丁目、中央町、北大町の各一部 

   ただし、別紙図面表示のとおり。 

３ 都市計画の変更に係る図書の縦覧場所 

  富山県土木部都市計画課 

  氷見市建設部都市計画課 

 （「別紙図面」は、省略し、３に掲げる縦覧場所に備え置いて縦覧に供する。) 
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令和３年度砂利採取業務主任者試験の実施 

 砂利採取法（昭和43年法律第74号）第15条第１項の規定により、令和３年度砂利 

採取業務主任者試験を次のとおり実施するので、砂利採取業者の登録等に関する規 

則（昭和43年通商産業省令第80号）第８条の規定により公告する。 

  令和３年８月４日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 試験の日時及び場所 

 ⑴ 日時 令和３年11月12日（金）午前10時から正午まで 

 ⑵ 場所 富山市新総曲輪４番18号 富山県民会館611号室 

２ 受験手続 

 ⑴ 受験願書等の受付期間 

   令和３年10月１日（金）から10月22日（金）（日曜日、土曜日及び国民の祝 

  日に関する法律（昭和23年法律第 178号）に規定する休日を除く。）の午前８ 
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  時30分から午後５時15分まで 

   なお、郵送による提出の場合は、令和３年10月22日（金）までの消印がある 

  ものを有効とする。 

 ⑵ 受験願書等の提出先 

   富山市新総曲輪１番７号 富山県土木部河川課 

３ 問合せ先 

  富山県土木部河川課（電話 076‐444‐3324） 
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